
 

勤怠管理システムサービス TaiCa 約款 

 

第１条 （約款の目的） 

この約款は、当社が提供する「勤怠管理システム ASP サービス TaiCa」（以下 TaiCa サービス）の

利用契約について定めます。 

第 10 条及び第 11 条に従い TaiCa サービスの利用契約を結んだ者（以下「契約者」といいます。）

は、本約款を誠実に遵守するものとします。 

 

第２条 （約款の変更） 

当社はこの約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の

TaiCa 勤怠管理システムサービス約款によります。 

２．この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して

当社の定めた方法により事前にその内容を通知します。  

 

第３条 （用語の定義） 

この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

＜TaiCa＞ 

勤怠管理用アプリケーションサービス（当サーバにインストールされたソフトウェア）をインターネッ

トを介してを提供するサービス 

＜利用契約＞ 

当社から TaiCa サービスの提供を受けるための契約 

＜契約者＞ 

当社と利用契約を締結している方  

＜ユーザ ID＞ 

TaiCa サービスを利用する契約者に当社が付与する情報（お客様番号、初期ログイン ID 等） 

 

第４条 （TaiCa サービスと内容） 

TaiCa サービスと内容は、勤怠管理用アプリケーションサービス（当サーバにインストールされたソ

フトウェア）をインターネットを介してを提供するサービスで、別表 1に規定するとおりとします。 

 

第５条（サービス品目） 

サービス品目の追加については当社はホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて

契約者に通知するものとします。 

 

第６条 （提供区域） 



TaiCa サービスの提供区域は、当社サーバにインストールされたソフトウェアに対してインターネッ

トを介して日本国内の顧客に提供します。  

 

第７条 （利用契約者の義務） 

TaiCa サービスの利用契約者は以下に定める行為を行ってはならないものとします。 

（１）第三者になりすまして TaiCa サービスを利用する行為。 

（２）TaiCa サービス及びその他当社の事業運営に支障をきたすおそれのある行為。 

（３）法令、公序良俗に反する行為、当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、及び当社若しく

は第三者に不利益を与える行為。 

その他前各号に該当する恐れがある行為又はこれに類する行為 

 

第８条（利用契約者の単位） 

TaiCa サービスの利用契約の単位は、最低利用人数を 10ID と定め、申込単位はそれ以上 1ID単

位とする。  

 

第９条 （権利譲渡の禁止） 

契約者は TaiCa サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。 

 

第１０条 （利用申込等） 

TaiCa サービスの利用申込をする方は、当社が別に定める契約申込書に次の事項を記載して当

社に提出していただきます。 

（１）利用申込をする方の氏名または商号および住所または居所、法人にあってはその代表者の

氏名 

（２）サービス種別およびサービス品目 

（３）利用開始希望年月日 

（４）その他 TaiCa サービスの提供を受けるために必要な事項  

 

第１１条 （利用契約の成立） 

TaiCa サービスの利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。  

 

第１２条 （申込の拒絶） 

当社は、次の各号に該当する場合には、TaiCa サービスの申込を承諾しない場合があります。 

（１）申込に係わる TaiCa サービスの提供または当該サービスに係わる装置の保守が技術上著し

く困難な場合 

（２）TaiCa サービスの申込者が当該申込に係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明ら

かである場合 



（３）TaiCa サービスの申込者が、第 17条（提供の停止）第１項に該当する場合 

（４）TaiCa サービスの契約書に虚偽の事実を記載した場合 

（５）その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断した場合 

２．前項の規定により TaiCa サービスの利用の申込みを拒絶した場合は当社は、申込者に対し書

面によりその旨を通知します。  

 

第１３条 (TaiCa サービスの変更等) 

当社は必要に応じて契約者の許諾を得ることなく、本サービスの内容変更を行うことができるもの

とし、変更について、当社はホームページ上、もしくは当社が適当と判断する方法にて契約者に通

知するものとします。 

 

第１４条 (法人の契約者の地位の承継) 

契約者である法人が合併その他の理由により、 その地位の承認があったときは、合併後存続す

る法人もしくは合併により設立された法人等は、 承継したことを証明する書類を添えて、 承継の

日から 30日以内にその旨を当社に通知してください。 

２． 第 12 条（申込の拒絶）の規定は、 前項の場合について準用します。 

３． 前項の場合において、 地位を承継したものが２名以上あるときは、 そのうちの１名を当社に

対する代表者と定め、あわせて書面によりその旨を当社に通知してください。これを変更したとき

も同様とします。 

４． 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者のうち１名を代表者

とみなします。  

 

第１５条 (個人の契約者の地位の承継) 

契約者である個人が死亡した場合は当該個人に係わる TaiCa サービスは終了します。ただし、 

相続開始の日から２週間を経過する日までに当社に申し出ることにより相続人 (相続人が複数あ

るときは遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で１名に限る) は引き続き当該契約によ

るTaiCaサービスの提供を受けることができます。この場合、 相続人は死亡した契約者の当該契

約上の地位を承継するものとします。 

２. 第 12 条 (申込の拒絶) の規定は、 前項の場合について準用します。  

 

第１６条 (契約者の氏名等の変更) 

契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があったときは、速やかに書面によりその旨

を当社に通知してください。  

 

第１７条 (提供の停止) 

当社は、 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて TaiCa サービスの



提供を停止することがあります。 

（１）TaiCa サービスの料金、割増金または遅延損害金等を支払い期日を経過してもなお支払わな

いとき 

（２）第 43 条（TaiCa サービスの利用の態様の制限）の規定に違反したとき 

（３）第 38条 (技術基準の維持) の規定に違反し、 またはその結果技術基準に適合していないと

認められた当該ネットワーク接続装置、 端末設備もしくは自営電気通信設備を利用回線から取り

外さなかったとき 

（４）第 39 条（当社ネットワーク接続装置の管理） の規定に違反したとき 

（５）申込に当たって虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

（６）前各号の掲げる事項のほか、 この約款の規定に違反する行為で、 当社の業務の遂行また

は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、 または及ぼす恐れのある行為をしたとき 

２．当社は、前項の規定によりTaiCaサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめその理

由、 実施期日および実施期間を契約者に、当社の定める方法で通知します。  

 

第１８条 (提供の中止) 

１．当社は、 次の各号のいずれかに該当する場合、TaiCa サービスの提供を中止することがあり

ます。 

 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生したとき 

 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

 第 19 条 (通信利用の制限) の規定によるとき 

 第１種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより TaiCa サービスの提供

を行うことが困難になったとき 

 当社の業務の遂行上やむを得ないとき 

２．当社は、 前項第１号の規定によりTaiCaサービスの提供を中止しようとするときは、その14日

前までにその旨を契約者に、 当社の定める方法で通知します。 ただし緊急やむを得ない場合は、 

この限りではありません。 

３．第１項２号、 ３号、 ４号、５号により中止するときは、 あらかじめ、 その理由、 実施期日およ

び実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。 ただし緊急やむを得ない場合はこの限

りではありません。 

４．毎週日曜日午前 5 : 00～午後 6 : 00 の間メンテナンスの為サービスを停止させていただきま

す。  

 

第１９条 (通信利用の制限) 

１．当社は、 天災、 事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一

部または全部を接続することができなくなった場合には、公共の利益のために緊急を要する事項

を内容とする通信を優先的に取り扱うため TaiCa サービスの提供を制限し、または中止する措置



をとることがあります。 

２．TaiCa サービスをご利用の契約者で、当社の通信設備に過大な負荷を生じたる行為をしときに

は、利用を制限することがあります。  

 

第２０条 (サービスの廃止) 

当社は都合により TaiCa サービスを廃止することがあります。 

２．当社は前項の規定によりサービスの廃止をするときは、契約者に対し廃止する３ヵ月前までに

書面によりその旨を通知します。 

３．契約者は第１項のサービスの廃止があったときは、 当社に請求することにより、当該廃止に

係わる品目のサービスに代えて他の品目のサービスを受けることができます。 

 

第２１条 (当社が行う利用契約の解除) 

当社は、 第17条 （提供の停止）の規定によりTaiCaサービス契約の利用を停止された契約者が 

提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあり

ます。 

２．当社は、 契約者が第 17 条 (提供の停止) 第１項各号のいずれかに該当する場合で、 その

事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、 同条

の定める提供の停止をすることなくその利用契約を解除することができます。 

３．当社は、 前２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、 あらかじめ書面により契約

者にその旨を通知します。 

 

第２２条 (契約者が行う利用契約の解除) 

契約者は、 TaiCa サービス契約を解除するとき（次項または第３項の規定による場合を除く）は、 

当社に対し、 解除の日の2ヵ月前までに書面によりその旨を通知するものとします。 この場合に

おいて、 通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が 2 ヵ月未満で

あるときは、 解除の効力は、 当該通知があった日から２ヵ月を経過する日に生ずるものとしま

す。 

２．契約者は、第18条（提供の中止）または第19条第１項（通信利用の制限）の事由が生じたこと

により TaiCa サービスを利用することができなくなった場合において契約者が該当サービスに係

わる契約の目的を達することができないと認めるときは、当該契約を解除することができます。こ

の場合、解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 

３．第 20 条（サービスの廃止）第１項の規定により特定の品目のサービスが廃止されたとき（同条

第３項の規定によりサービス種別または品目に変更があった場合を除く）は、当該廃止の日に当

該品目に係る TaiCa サービス契約が解除されたものとします。 

 

第２３条 （料金等） 



TaiCa サービスの料金および関連費用（以下「料金等」といいます）は以下の項目からなります。 

（初期費用） 

契約者が、サービスを受けるに当たって支払う加入料および指紋認証機器（1 台分）を含む一時

金です。 

（サービス費用） 

契約者が、サービス開始に当たり発生する TaiCa サービスの月額費用です。 

 

第２４条 （契約者の支払い義務） 

契約者は、当社に対し、TaiCa サービスの利用に係る前条に規定した初期費用、サービス費用お

よび必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を当社の定める方法で支払うものとします。 

２．初期費用の支払い義務は、第 11 条（利用契約の成立）の規定により、利用契約が成立したと

きに発生します。初期費用は、契約解約時にも返却いたしません。 

３．サービス費用の支払い義務は、第４５条 （TaiCa サービスの課金開始日）に定める課金開始

日に発生します。 

４．第 17 条（提供の停止）の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期

間のサービス料金は当該サービスがあったものとして取り扱います。 

５．第 18 条（提供の中止）の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期

間のサービス料金は第 30 条（利用不能の場合における料金等の清算）の規定により取り扱いま

す。  

 

第２５条 （料金等の請求時期および支払い期日） 

TaiCa サービスの料金は、次項および３項の場合を除き、毎月当社の定める日に前月分を請求い

たします。 

２．当社は、初期費用を契約成立後すみやかに支払い期限を定めて請求します。 

３．当社は、初回のサービス費用を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、当月の

残余日数にサービス費用の 30 分の１を乗じた額と翌月のサービス費用の額を合計して請求しま

す。 

４． 前各項の定めにより TaiCa サービスの料金等の請求を受けた契約者は請求書に指定する期

日までに、当社が指定する方法により、その料金等を支払うものとします。  

 

第２６条 （割増金） 

TaiCa サービスの料金等を不法に免れた方は、その免れた額の２倍に相当する額を割増金として

支払わなければなりません。  

 

第２７条 （遅延損害金） 

契約者は、TaiCa サービスの料金等または割増金の支払いを遅延した場合は、遅延期間につき



年率 14.5％の遅延損害金を当社に支払わなければなりません。  

 

第２８条 （消費税） 

契約者が当社に対しサービスに関する債務を支払う場合において、支払いを要する額は総額表

示とし、別に定める料金等の額に消費税相当額は含まれるものとします。 

 

第２９条 （機密保持） 

当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密（通信の機密を含みます）を、第

三者に漏らしません。  

 

第３０条 （利用不能の場合における料金等の清算） 

当社は、TaiCa サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその理由が

全くできない状態が生じ、かつそのことを当社が知った時刻から起算して、連続して 24 時間以上

TaiCa サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づき、当社は、その利用が全くでき

ない状態を当社が知った時刻から、その TaiCa サービスの利用が再び可能になったことを当社が

確認した時刻までの時間数を 24 で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます）に基本料金の

月額の 30 分 の１を乗じて得た額を基本料月額から差引きます。ただし、契約者は当該請求をな

し得ることとなった日から３ヵ月以内に当該請求をしなかった時は、その権利を失うものとします。  

 

第３１条 （保守） 

契約者は、自己の責任において、TaiCaサービスを利用するために必要なコンピュータ端末、指紋

認証機器等周辺機器、通信機器、通信回線その他の設備を保持し管理するものとします。 

 

第３２条 （契約者の義務） 

契約者は、当社から発行されたログイン名およびパスワード管理の責任を負います。ログイン名

およびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

２．契約者が他のネットワーク（国内外）を経由して通信を行う場合、経由するすべてのネットワー

クの規則に従わなければなりません。  

 

第３３条 （技術的事項および技術資料） 

当社は、契約者が TaiCa サービスを利用するうえで参考となる詳細な技術的事項を記載した技術

資料をこの約款とは別に作成し、当社が指定する当社の事業所において閲覧に供します。 

２．当社は、契約者の要望等により、前２項に定める技術的事項以外の条件で TaiCa サービスを

提供する場合があります。この場合、当社は、その提供条件について契約者と協議します。  

 

第３４条 （免責） 



当社は、契約者が TaiCa サービスの利用に関して損害を被った場合でも第 30 条（利用不能の場

合における料金等の清算）の規定による他何らの責任も負いません。  

 

第３５条 （その他） 

契約者は、契約に際し、当社の定める方法により、契約者名を公開することを承認します。  

 

第３６条 （ネットワークの接続装置） 

当社がこの約款に基づき当該サービスを提供するために設置するネットワークの接続装置 (以下

この章において「当社のネットワークの接続装置」とします)を選択することはできません。  

 

第３７条 （ネットワークの接続および接続場所） 

契約者のネットワーク接続装置の変更または移転等による問題については自己の責任において

設備を保持し管理するものとします  

 

第３８条 （技術基準の維持） 

契約者は、契約者のネットワーク接続装置を当社の定める技術基準に適合するよう維持するもの

とします。  

 

第３９条 （当社のネットワーク接続装置の管理） 

契約者は、 次のことを守るものとします。 

当社の承認がある場合を除き、当社のネットワーク接続装置の停止、移動、取外し、変更、分解

または損壊をしないこと。当社のネットワーク接続装置を、善良な管理者の注意をもって管理する

こと。 

２．全項の規定に違反して、当社のネットワーク接続装置を紛失し、または毀損した場合、契約者

は、当社の指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、または修理するものと

します。この場合、当該修理は、当社または当社の指定する業者が行うものとします。  

 

第４０条 （当社のネットワーク接続装置に故障が生じた場合の措置） 

契約者は、当社のネットワーク接続装置の故障が生じた場合、 ただちにその旨を当社に通知す

るものとします。 

２．前項の通知があったときは、 当社の社員または当社の指定する者がその原因を調査し、およ

び当該装置の修理を行うものとします。 

３．第１項の故障が契約者の責に帰すべき事由により生じたときは、当該装置の調査および修理

に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。 

４．第２項の調査の結果、 当社のネットワーク接続装置に故障のないことが明らかになった場合

は、契約者は当社に対し、当該調査に要した費用を支払うものとします。  



 

第４１条 （TaiCa サービスの最低利用期間） 

TaiCaサービスの最低利用期間は、6ヵ月とします。起算日は第45条（TaiCaサービスの課金開始

日）に定める課金開始日とします。 

２．TaiCa サービスには短期契約はありません。  

 

第４２条 （TaiCa サービスの利用契約の単位） 

TaiCa サービスの利用契約の単位は、１つの TaiCa サービスごとに１つの契約を行います。 

 

第４３条 （TaiCa サービスの利用の態様の制限） 

TaiCa サービス契約において、当該サービスに関して使用するドメイン名およびインターネットアド

レスは、当社が指定するものとします。 

２．契約者は、前項に基づき指定した以外のドメイン名およびインターネットアドレスを使用してイ

ンターネットサービスを利用することはできません。  

 

第４４条 （TaiCa サービスの料金等） 

TaiCa サービスの料金および関連費用は以下のとおり分類します。 

（１）初期費用（加入料および指紋認証機器（1台）） 

   利用契約締結の際に支払う一時金 

（２）サービス費用 （基本料） 

   利用契約開始日以降毎月支払う料金 

 

第４５条 （TaiCa サービスの課金開始日） 

TaiCa サービスの課金開始日は、利用開始日の翌月一日とします。 

 

第４６条 （TaiCa サービスの契約者の支払い義務） 

TaiCa サービスの契約者は、当社に対し、TaiCa サービスの利用に係る第 44 条（TaiCa サービス

の料金等）に規定した初期費用、サービス費用および必要に応じて契約事項の変更に伴う費用に

つき、次条から第 51 条までの規定により算出した額を支払うものとします。  

 

第４７条 （初期費用） 

TaiCa サービスの初期費用は、加入料のみで、その額は、別表第１号の１－１－１（TaiCa サービ

スの加入料）の TaiCa サービスに定めた額とします。  

 

第４８条 （サービス費用の額） 

TaiCa サービスのサービス費用は、別表第１号の２（TaiCa サービスの基本料）に定めた額としま



す。  

 

第４９条 （契約事項変更に伴うサービス費用の額） 

利用料の変更を伴う契約内容の変更があった場合は、変更日を含む月より利用料の変更を適用

します。 

 

第５０条 （契約解除に伴う料金等の清算方法） 

最低利用期間が経過する前に契約が解除された場合（（第22条（契約者が行う利用契約の解除）

の２項または３項の規定により解除された場合を除く）における TaiCa サービスのサービス費用の

額は課金開始から最低利用期間に対応する基本料とします。契約者は契約が解除された日から

最低期間満了までの基本料金額を当社の請求に基づき支払うものとします。 

 

第５１条 （契約解除に伴う料金等の清算方法） 

本約款の条項に定めのない事項について契約者と当社の間に疑義を生じた場合、契約者及び当

社は双方誠意をもって協議解決するものとします。 

本約款に関する紛争は熊谷地方裁判所を第一審の所属管轄裁判所とします。 

  

別表第１号 料金等 

 

1. 初期費用 

1-1 加入料 

1-1-1 TaiCa サービス加入料（1契約ごとの料金）   31,500 円（税込） 

 

2.  TaiCa サービス基本料（1 ユーザごと）  315 円（税込） 

 

料金の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま

す。 


